
                    福 島 県 

福島県交通対策協議会 

（事務局 福島県生活交通課）

令和８年３月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間スローガン】 
「ゆずりあい 人も車も いい笑顔」 

【運動のスローガン】 
「おまじない 自分を守る みぎひだり」 

【運動の重点】 
１ 通学路・生活道路におけるこどもを始め
とする歩行者の安全確保 

２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等
の安全運転意識の向上 

３ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ル
ールの理解・遵守の徹底 

【地域重点】 
 飲酒運転の根絶 

４月１０日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。 
一人一人が交通事故に注意して行動しましょう。 

４月６日から、春の全国交通安全運動が実

施されます。４月は入学や就職で慣れない

道を通勤、通学される方が多くなります。

生活道路では「人が優先」です。地域のみ

んなで協力して、安全なまちを作りましょ

う。また、歩行者の皆さんは、道路を横断

するときは①横断歩道が無い場所では車の

通過を「待って」、②横断歩道はあるけれ

ど信号機が無い場所では手を上げて意思表

示をし車を「止めて」、③横断歩道と信号

機がある場所では、青でも安全を「確認し

て」、横断事故防止の３段活用を実践しま

しょう。 

～交通事故ゼロをめざして～ 

ご安全に！ 

※警察庁「自転車ルールブック」より 

  https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf 

自転車を運転するときは、携帯電話・スマー

トフォン等を使って通話したり、表示された

画像を注視することが禁止されています。反

則金は 12,000 円で、自転車の反則金の中では

最も高額です。通話しながらの運転は片手運

転となるほか、画像を注視しながらの運転は

歩行者や赤信号を見落とす危険があります。 

※令和８年４月１日～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎交通事故発生状況                        （Ｒ８.２月末） 

◎地方振興局別交通事故発生状況                  （Ｒ８.２月末） 

 ○  令和８年２月に計上された死亡事故は５件５名でした。 

  ２月中の死亡事故の内訳は、人対車両２件、車両相互２件、車両単独１件の計５

件で、前年比＋２件です。２月末累計では、死者数及び物件事故は前年比マイナス

で推移しているものの、人身事故の発生件数及び傷者数が前年比でプラスで推移し

ており、一層の広報啓発が必要な状況です。 

 

飯 舘 村 

2 月 2 月 2 月 2 月 2 月

261 件 560 件 5 人 6 人 3 人 4 人 319 人 693 人 3,354 件 7,733 件

252 件 515 件 3 人 10 人 3 人 8 人 304 人 621 人 4,615 件 9,034 件

9 件 45 件 2 人 -4 人 0 人 -4 人 15 人 72 人 -1,261 件 -1,301 件

3.6 ％ 8.7 ％ 66.7 ％ -40.0 ％ 0.0 ％ -50.0 ％ 4.9 ％ 11.6 ％ -27.3 ％ -14.4 ％

物件交通事故発　生　件　数

累 計

うち高齢者

累 計 累 計

死　　　者　　　数

増 減 率

傷　者　数

累 計 累 計

令 和 ８年

令 和 ７年

増 減 数

111 件 170 件 52 件 50 件 4 件 41 件 125 件 7 件 560 件
8 件 32 件 7 件 -11 件 -2 件 -2 件 9 件 4 件 45 件
2 人 2 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人 0 人 6 人
2 人 -1 人 -2 人 -3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 -4 人

132 人 207 人 68 人 60 人 6 人 47 人 163 人 10 人 693 人
12 人 31 人 16 人 -13 人 0 人 2 人 17 人 7 人 72 人

前年同期比

傷 者 数
前年同期比

南会津県北 県中

死 者 数

県南 相双

前年同期比

会津 合計

発生件数

いわき 高速道

全国統計によると、歩行中の交通事故死者数が最も多い年齢が「７歳」となっており、９歳

頃まで事故死者数が突出している問題。児童は、小学校入学を機に登下校や放課後の遊びな

ど、親の手を離れて一人歩きをする機会が増える一方で、交通事故の危機回避能力が未発達

であること、車から見て身長の低い児童は見えにくいこと等が主な要因とされている。 

（令和８年１月 21 日付一般財団法人トヨタ・モビリティ基金ニュースリリースから） 

福島県の場合は歩行中の死傷者数が最も多いのは 80 歳ですが、７～８歳頃にもピークが認

められます。ドライバーは、子供の姿は見えなくても、交差点、横断歩道、車の影から子供

が飛び出すかも知れないと常に予測すると同時に、子供を見かけたら、その脇を通過する際

には特に細心の注意を払って通行するようにしましょう。また、児童・幼児の保護者は、交

通の頻繁な道路等において、児童・幼児を遊ばせたり、保護者等が付き添わないで幼児を歩

かせたりしないようにしましょう。 

※全国 


